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2017年12月29日、香港特別行政区政府（以下「香港政府」）は、立法議会での更なる
法案審議のための政府官報改正法案（内国歳入法（改正法案）（第 6 号）2017） (以下
「改正法案第 6 号」) を公表しました。

改正法案第 6 号の主要な条項は、税源浸食と利益転移（BEPS）1に関連しています
が、当該法案には香港の給与所得税の改訂、とりわけ、内国歳入法（以下「IRO」）の
セクション8(1A)(c) に基づく二重課税控除に対する改訂も含まれています。

IROのセクション8(1A)(c)への改訂により、香港課税所得に対する所得控除の対象とな
るのは、香港と二重課税防止条約を締結していない国や地域（二重課税防止条約の
未締結国）での労務による所得に限られることとなります。

DTA締結国に関しては、今後の香港での二重課税控除は、同セクション8(1A)(c)に基
づく所得控除請求によって行うことはできなくなります。その代わりに、二重課税協定
（DTA）に基づく税額控除の請求で行われなければなりません。

香港が給与所得税に対する二重課税控除を提案

1. 弊事務所は2018年1月2日、BEPSに関する条項を要約したアラートを別途に発行しました。
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背景

現在、香港での雇用による収入の全額は、基本的に、
IROのセクション8(1)により香港で課税されます。一方
で、当該従業員は、同セクション8(1A)(c)に基づき、香
港外で課税対象となった香港外での労務による所得
を収入から控除することができ、これによって、当該所
得に対する香港での二重課税を回避します。

改正法案第 6 号での改訂

IROのセクション8(1A)(c)への改訂により、香港と二重
課税防止条約を締結していない国や地域での労務に
よる所得のみが、香港課税所得に対する所得控除の
対象となります。

DTA締結国に関して、今後の香港での二重課税控除
は、同セクション8(1A)(c)に基づく所得控除請求によっ
て行うことはできなくなります。その代わりに、二重課
税協定（DTA）に基づく税額控除の請求で行われなけ
ればなりません。

また、納税者はDTAや諸外国・地域の現地の法規制
に基づき、税額控除申請前に外国税額を最小限にす
るその他の利用可能な措置を取る必要があります。外
国税額調整における税額控除が過度に行われる可能
性のある場合には、納税者は香港内国歳入局に通知
することが義務付けられています。

EYによる所見

香港の現行法では、セクション8(1A)(c) は、香港外で
の労務提供の有無にかかわらず、香港での二重課税
を回避するための手段を規定しています。一方、この
改訂では、セクション8(1A)(c)が、DTA締結国での労務
提供による所得に対して適用されなくなり、二重課税
の控除について、DTAに基づくよりも複雑な税額控除
の請求手続きをしなければならなくなります。ただし、
当該個人は、関連のDTAの下で香港居住者であるこ
とが前提です。税額控除を受けるために、外国税額を
最小限にするすべての措置を講ずるという要件も、納
税者に負担をかけることになります。

さらに、当該改訂は、特定の状況に影響を与えること
があります。例えば：

► 香港居住者は同課税年度において、DTA非締結国
でもDTA締結国でも労務を提供していた場合、DTA
非締結国における外国納税に対して、所得控除の
請求を提出し、DTA締結国における外国納税に対
しては、税額控除の請求を別途提出する必要があ
るかもしれません。

► 従来は基本的に、単に香港の現行法の適用によっ
て二重課税を回避できましたが、今後は、二重課
税回避のためにどの手段を利用すべきかより多く
の検討を要することになります。

改正法案第6号は、立法議会で更なる法案審議の対
象となり、当該法案が成立するまでには数ヶ月以上か
かることが予想されます。いずれにしても、雇用者は、
当該改訂を把握し、人材採用プログラムや雇用コスト
に与えそうな影響を評価する必要があります。
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